
 

 

 

非 

 

該 

 

当 

さのまる©佐野市 

移住支援金 該当要件確認フローチャート 

 

住民票を佐野市に移して１年以内である 

              いいえ 

はい 

 

住民票を移す【直近 10 年間のうち通算 5 年以上】 

および【直前の連続して 1 年以上】 

「東京２３区在住」または 

「東京圏※在住かつ東京 23 区内へ通勤」していた     いいえ 

 

はい 

栃木県企業情報掲載サイト「WORKWORK とちぎ」ホームページに掲載された 

対象求人に応募し、週 20 時間以上の無期雇用契約で採用されている 

    いいえ       

《地域課題解決型創業支援補助金》を利用して起業した 

          いいえ 

はい             【裏面】の専門人材としての就業の要件を満たしている 

                 いいえ 

    はい             【裏面】のテレワークの要件を満たしている 

                        いいえ                           

はい            【裏面】の関係人口の要件を満たしている 

                            はい                                いいえ 

                                    はい  

下記の要件を全て該当している 

・５年以上の定住の意思あり 

・世帯員全員が暴力団等関係者でない 

・日本人である、または、外国人であって、永住者・日本人の配偶者等・        いいえ 

永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有する        

・過去 10 年以内に移住支援金の交付を受けていない（世帯員を含む） 

・佐野市の若者移住定住促進奨励金の交付を受けていない        

                                                          

   はい 

申請いただける可能性が高いです！ 

※こちらのフローチャートは申請の目安にご利用いただくものであり 

必ずしも申請が通ることを保証するものではありません。 

移住支援金の申請・相談は、移住前に担当部署にご連絡ください 

転入 

時期 

移住前 

住所 

通勤場所 

移住後の

仕事 

その他 

※東京圏＝東京都（23 区外）、

埼玉県、千葉県、神奈川県 

（ただし条件不利地域を除く） 



 

  

① 内閣府が実施するプロフェッショナル人材支援事業、または、先導的人材マッチング支援事業

を利用して、移住及び就業する。 

② 週 20 時間以上の無期雇用契約である。 

③ 目標達成後の解散を前提とした個別プロフェクトへの参加等、離職することが前提でない。 

 

 

 

 

 

 

① 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠

とし、移住元での業務を引き続き行う。 

② 国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていない。 

③ 出社する頻度が勤務日数の 1/5 より少なく、かつ週 20 時間以上テレワークを実施している。 

④ 勤務先から通勤手当（定期券相当の交通費）の支給を受けていない。（出社実績に応じた実費

負担は可） 

 

 

 

① アからカのいずれかの要件に該当し、かつ、転入後に地域活動等に継続して参加する方。 

地域活動等・・・市内の自治会行事、ボランティア活動、地域活性化イベント等 

ア  申請者又は同一世帯の方の出生地が本市である。 

イ  申請者又は同一世帯の方が市内の学校に在住していた。 

ウ  申請者又は同一世帯の方が市内の事務所又は事業所で勤務していた。 

エ  本市に転入する前から佐藤の会プレミア個人会員である。 

オ  本市に事務所がある特定非営利活動法人の会員等である。 

カ  本市を本拠地とする芸術・文化・スポーツに関する団体等に 1 年以上加入している。 

 

② アからウのいずれかの要件に該当する方。 
ア  本市で 3 親等以内の親族が経営する家業（主たる事業に限る）を継承している。 

イ  本市で個人事業の開業又は法人の設立・移転を行っている。 

ウ  建設業、製造業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉に

分類される市内の事業所に勤務している。（継続要件 5 年以上） 

 

専門人材の場合 ①～③すべて該当 

テレワークの場合 ①～④すべて該当 

関係人口の場合 ①または②のいずれかに該当 

移住支援金に関するお問い合わせ先▶   佐野市総合戦略推進室 

栃木県佐野市高砂町 1 番地（4 階） 

                                    電話番号 0283-20-3021 

                                     e-mail ijuteiju@city.sano.lg.jp 


